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川1■・t  ′l；1  

1把握特定高齢者把握事案  
2適所 ふれしゆらいふプログラム（高齢者筋力トレーニ  

ング事業等）  

3適所 ふれしゆらいふプログラム（転倒骨折予防教室  

含む）（一般・特定）   

4適所 フットケア事業   

5適所 うえるかむ事業（特定・一般）  
6適所 うえるかむ事業（音楽療法）  
7訪問 栄養改善食の自立（配食）管理栄養ストション   
8訪問 介ま予防ヘルプサービス  
9訪問 介護予防型訪問指導  

10訪問 口腔ケアステーション  

11評価 特定高齢者・一般高齢者施策評価事業  
12一般 介護予防サポーター講座運営  

13包括 食の自立支捷事業（食関連サービス利用調整）  
14包括 介護予防ケアマネジメント事業・包括的・＃続的  

マネジメント支捷事兼  

15任意 介護給付等飲用適正化事業  
16任意 在宅支捷サービス  
17任意 成年後見人制度利用支援事業  
18任意 緊急通報事業  
19任意 住宅環境整備指導事業  
20任意 高齢者支援住宅管理指導事業  

㈲町杜捜剋給付垂蓋   

1食の自立・栄養改善サービス  

2 紙おむつ等購入費助成  

3 地域送迎サービス費助成  

保健福祉産屋   

1スクリ ニンク調査t健康寿命l（カ）  

2 健康増進浴場の利用補助  
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サポーターズバンクの運営   

サボ～ターズ事務局の役割  
各機関からサホーク一浩用の相談の受付  

受付可能な相談をコーディネーターに依李員  

各機関とコーディネータ～との連絡調整  

リーダー会議の開催主催（二月1回）  

勉強会の開催主催丁不定期）  

全体会議の開催主催r半年に1回）  

コーディネーターの役割  
事務局からの相談に対し、条件の合う人と交渉しサホ叫トが可能か調整する  
各ケル¶フの状況報告を事務局にする  

リーダーの役割  
グループ連絡会を月1回程度開催  

状況報告をリーダー会議で行う  
個人のスケジュール管理をする  
グループ内の相談役としての役割  

和光市の介護予防事業の展開整理   

介護予防事業はエビデンスをとかく要求されるが、科学   
的根拠のあるプログラムに対しては確かに重要である   
が‥‥   

介護予防事業を政策的に実施すときは、「始まりの根   
拠」つまり運動器向上や口腔機能向上等がこの地域に  
「必要か？必要ならば何人に必要か？」などスクリーニン   

グとおして、生活機能向上につながる本当のサービスメ   
ニューとその量を分析することが大事   

そして介護予防の必要量と供給量の明確化がポイント   

地域密着型サービスと地域支援事業の融合も非常に重   
要である、人員体制を補充し地域介護予防拠点として委   
託を図る（和光市は老人保健健康増進事業補助による   
モデル事業電子介護予防手帳を含んで実践中）   

医療保険制度等保健・医療と介護・福祉・地域の連携と   
して国保ヘルスアップ事業・特定健診一保健指導計画や   
健康日本21計画等との総合政策化がキーポイント   




